
 

 

 

施設借用にあたってのご案内 

【重要】緊急時の利用制限について 

この施設は、災害対応などの業務を緊急で行う必要が生じた際、町が使用する

ことになる施設です。すでに予約・承認済みの場合であっても、上記の公務での使

用が優先されるため、予約をキャンセルさせていただくことがあります。また、これに

よって生じた損害については責任を負いかねますので、その内容について十分に

ご理解の上、施設の利用をお願いいたします。 

予約と空き状況の確認 

システム上での空き照会は１か月前から可能です。１か月以上先の確認を行い

たい場合は、ちむぐくる館までお問い合わせください。ただし、町の事業等が優先と

なりますので、お問い合わせいただいた際、「空き」であった場合でも、申請時には

予約ができないことがあります。 

 

施設借用について以下に該当する場合は借用できません。 

・公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

・施設等を破損又は滅失のおそれがあると認めるとき。 

・営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。 

・その他施設等の管理運営上支障があると認めるとき。 
 

借用可能時間 

月～金曜日 

１８：００～２１：００ 
土曜日 
９：００～２１：００ 
日曜日，祝日 
９：００～１７：００ 

キャンセルポリシー 
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お問い合わせ 

〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平 697番地 10 
南風原町 国保年金課 健康づくり班 ☎TEL (098)889-7381 FAX (098)882-6556 

南風原町総合保健福祉防災センター 

（ちむぐくる館） 

予約のキャンセルや変更は、３日前までにお願いします。 

２日前～当日は借用扱いとなります。利用者都合によるキャンセル及び変更は返金、振替が出来ません。 



 

南風原町総合保健福祉防災センター利用についての心得 

 南風原町総合福祉防災センターは、町民の健康づくりおよび福祉の向上を推進するために、各
種保健サービスおよび福祉サービスを総合的に提供する施設です。 
 
 上記の趣旨をご理解の上、利用者の皆様が快適に会議室をご利用いただけるよう、次の事項に
ご協力ください。 
 
1. 利用時間は予約時に指定した時間内に限ります。利用終了後は、速やかに会議室を退室し

てください。 
 
2. 施設内の設備（音響設備等）は、利用前に動作確認を行ってください。 
 
3. 職員の許可なく備品の移動は行わないでください。 
 
4. 飲食物の持ち込みは原則として禁止です。ただし熱中症対策に係る水分の摂取については

利用責任者の判断に委ねます。 
 
5. 利用後は、元の状態に戻してください。ゴミは各自で持ち帰り、備品や設備を使用した場合は

使用後に清掃を行ってください。 
 
6. 窓、壁、柱、扉などへの張り紙等を使用しないでください。 
 
7. 利用許可証の内容を厳守してください。 

利用目的を確認するため、参加者への配付資料等の提出を求めることがあります。 
 
8. 利用責任者は、参加者に対して次の事項を守るよう事前に周知してください。 

(1)飲食禁止であること。 
(2)施設内および駐車場内は禁煙であること。 
(3)机、椅子等の備品や施設の設備等は丁寧に使用すること。 

 
9. 急な災害等により施設内に避難所が開設された場合、利用許可後や利用中であっても利用

を中止させていただくことがあります。 
 
10. 他の研修や会議、事務所内の業務等に支障をきたすご利用はご遠慮ください。 
 
11. 未成年者のみの利用はできません。 

 
12. 館内の敷地内で物品の販売または金品の寄付募集は禁止です。 

 
13. 施設の設備・備品等を損壊・紛失された場合は、必ず職員にお申し出ください。修復・修理ま

たは買い換えが必要となった場合、その実費について弁償していただく場合があります。 
 

14. 施設設備・機器等を使用する際には、安全衛生に十分留意してください。施設内における怪
我や事故等について、当センターでは一切の対応・責任を負いかねます。 

上記の注意事項を遵守しない場合、今後の利用を制限することがありま

す。 


